
議案第８２号

杉並区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正

する条例

上記の議案を提出する。

平成２８年１１月１７日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正

する条例

杉並区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年杉並区

条例第３８号）の一部を次のように改正する。

別表第１の６の項の次に次のように加える。

６の２ 区 杉並区保育料等に関する条例（平成２７年杉並区条例第１８

長 号）による区立保育所等延長保育料の決定及び変更並びに保

育料及び区立保育所等延長保育料の減免に関する事務であっ

て規則で定めるもの

別表第１の１１の項を次のように改める。

１１ 削除

別表第１に次のように加える。

１６ 区長 保育室事業の実施に係る利用者負担額の決定及び変更に関す

る事務であって規則で定めるもの

別表第２の６の項中

「

老人福祉法（昭和３８年法律第１

３３号）による福祉の措置に関す

る情報であって規則で定めるもの

」

を

「

老人福祉法（昭和３８年法律第１

３３号）による福祉の措置に関す



る情報であって規則で定めるもの

介護保険法（平成９年法律第１２

３号）による地域支援事業の実施

に関する情報であって規則で定め

るもの

」

に改め、

「

介護用品の支給等に関する情報で

あって規則で定めるもの

」

を削り、同表の１９の項中

「

老人福祉法による福祉の措置に関

する情報であって規則で定めるも

の

」

を

「

老人福祉法による福祉の措置に関

する情報であって規則で定めるも

の

介護保険法による地域支援事業の

実施に関する情報であって規則で

定めるもの

」

に改め、

「

介護用品の支給等に関する情報で

あって規則で定めるもの

」

を削り、同表の２０の項を次のように改める。

２０ 区長 介護保険法による地域支 身体障害者手帳関係情報であって

援事業の実施及び保険料 規則で定めるもの

の徴収に関する事務であ

って規則で定めるもの 中国残留邦人等支援給付等関係情

報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって



規則で定めるもの

別表第２の２３の項中

「

介護保険法による保険給付の支

給、地域支援事業の実施又は保険

料の徴収に関する情報であって規

則で定めるもの

」

を削り、同表の２４の項を次のように改める。

２４ 区長 子ども・子育て支援法に 国民年金法による障害基礎年金の

よる子どものための教育 支給に関する情報であって規則で

・保育給付の支給又は地 定めるもの

域子ども・子育て支援事

業の実施に関する事務で 外国人生活保護関係情報であって

あって規則で定めるもの 規則で定めるもの

別表第２の２８の項中

「

区児童育成手当支給関係情報であ

って規則で定めるもの

区心身障害者福祉手当支給関係情

報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって

規則で定めるもの

」

を

「

難病の患者に対する医療等に関す

る法律（平成２６年法律第５０

号）による特定医療費の支給に関

する情報であって規則で定めるも

の

区児童育成手当支給関係情報であ

って規則で定めるもの

区心身障害者福祉手当支給関係情

報であって規則で定めるもの



外国人生活保護関係情報であって

規則で定めるもの

都難病患者等医療費等助成関係情

報であって規則で定めるもの

」

に改め、同表の３０の項の次に次のように加える。

３０の２ 杉並区保育料等に関する 身体障害者手帳関係情報であって

区長 条例による区立保育所等 規則で定めるもの

延長保育料の決定及び変

更並びに保育料及び区立 生活保護関係情報であって規則で

保育所等延長保育料の減 定めるもの

免に関する事務であって

規則で定めるもの 地方税関係情報であって規則で定

めるもの

中国残留邦人等支援給付等関係情

報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって

規則で定めるもの

別表第２の３１の項中

「

介護用品の支給等に関する情報で

あって規則で定めるもの

」

を削り、同表の３５の項を次のように改める。

３５ 削除

別表第２の３９の項の次に次のように加える。

３９の２ 保育室事業の実施に係る 身体障害者手帳関係情報であって

区長 利用者負担額の決定及び 規則で定めるもの

変更に関する事務であっ

て規則で定めるもの 精神障害者保健福祉手帳関係情報

であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で

定めるもの



地方税関係情報であって規則で定

めるもの

国民年金法による障害基礎年金の

支給に関する情報であって規則で

定めるもの

特別児童扶養手当等の支給に関す

る法律による特別児童扶養手当の

支給に関する情報であって規則で

定めるもの

中国残留邦人等支援給付等関係情

報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって

規則で定めるもの

附 則

この条例は、平成２９年１月１日から施行する。

（提案理由）

個人番号を利用することができる事務等を定める等の必要がある。


